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令和４年度和歌山大学防災士養成講座の案内 

 

災害科学・レジリエンス共創センター 

 

 

 和歌山県では南海トラフや中央構造線断層系の地震、さらに台風などによる自然災害が心配されてい

ます。そのような背景のもとに防災・減災に強い学生として、災害ボランティアをはじめ、地域や職場

の防災リーダーなるような人材が必要です。そのため正しく災害を知り、災害に備え、災害時に自助、

共助によって地域で活躍できる人材として、和歌山大学では「防災士」を養成しています。 

この講座を修了すると認定特定非営利活動法人（以下：NPO 法人）日本防災士機構が実施する「防

災士資格取得試験」の受験資格を得ることができます。 

昨年度まで和歌山大学では、学部生向けに一般教育科目や専門科目を利用して受験資格を得る養成講

座プログラムを対面で実施していましたが、今年度の遠隔授業では防災士の受験要件を充足できないこ

とになりました。そこで今年度は、学部生だけでなく院生や教職員でも受講できるように工夫して、密

を避けながら対面の集中講座として以下の日程で開催することとなりました。 

 

 

講義日時：2023 年 3 月 6 日（月）9:00～17:10 ・ 3 月 7 日（火）9:00～17:00 （2 日間） 

資格試験：2023 年 3 月 7 日（火）17:20～18:20 

場  所：和歌山大学栄谷キャンパス内（和歌山市栄谷 930） 

費  用：6,500 円（テキスト代 3,500 円、受験料 3,000 円（税込）） 

募集定員：100 名 

募集〆切：1月 20 日（金）16：00 まで（締切厳守） 

 

以下の説明をよく読んで、受講希望される方は、フォームにて申し込んでください。 

 

１.受講できる条件 

１）和歌山大学に在籍する学部生、院生、研究生、科目等履修生、学部開放科目受講生(ｻﾃﾗｲﾄ)、 

教職員（客員教員、研究員を含む） 

２）2日間の全てのカリキュラムに対面で参加できる方 

３）事前レポート課題を提出できる方（詳細は下段に書いています） 

４）防災士テキスト代と資格取得試験受験料を申込時に支払える方 

 

  

防災士制度は、平成 14 年度から NPO 法人日本防災士機構によって創設されました。「防災士」とは、 

”自助”“共助”“協働”を原則として、社会の様々な場で防災力を高める活動が期待され、 そのための十

分な意識と一定の知識・技能を修得したことを NPO 法人日本防災士機構が認証した人です。 
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２.受講から資格認証までの流れ  

 

図 1 防災士資格所得の流れ 

 

STEP1 和歌山大学で防災士養成講座を受講する。（上図の １ ） 

〇申し込み⽅法 
こちらの申込フォーム（https://forms.office.com/r/UyQBvQ6942）から 

必要事項を送信してください。（〆切：2023 年 1 月 20 日（金）16：00 必着） 

＊いただいた個⼈情報は防災⼠養成のためにのみ使⽤します。 
6,500 円を前払いで 1月 27 日までに振込んでください。（振込口座は申込者に通知します） 

＊費⽤(実費)の内訳：テキスト代 3,500 円、資格取得試験受験料 3,000 円 
振り込みが確認できた方に、テキスト｢防災士教本｣を 2月上旬にお渡しします。 

テキストは書店では市販されていません。資格取得試験はここから出題されます。 

テキストは毎年更新されるので、最新テキストで学習する必要があります。 

ご不明な点は、メール：bousaishi@ml.wakayama-u.ac.jp (防災士養成講座担当) にお問合せください。 

 

〇事前課題レポート   
2 日間の集中講座では実施しない講目は、事前にテキストを読んでレポートを提出していただきます。 

所定の書式（ワード形式）をメールで送ります（レポート課題の内容は書式に詳細に書いています）。 

提出は 3 月 3 日（金）16 時までメールか、3 月 6 日(月)に紙媒体で提出ください。１３講目あります。 

各講目２００字以内 

 

〇集中講座（3 ⽉ 6 ⽇、7 ⽇）   
テキストの講目(表 1)のうち、１２講座を２日間の集中講座(表 2カリキュラム参照)で実施します。そ

れ以外の講目を事前レポートの課題にします。（カリキュラムは都合で若干の変更の可能性があります） 

 

  

日本防災士機構ホームページより 
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表 1 防災士テキスト講目（21 講目及び補講 4） 

 

 

表 2 集中講座カリキュラム 

時限 時間 講義内容 講師 所属
9:00 受付
9:15〜9:30 オリエンテーション

1 9:30〜10:30 地震・津波による災害 此松昌彦 和歌⼭⼤学

2 10:40〜11:40 近年の⾃然災害 此松昌彦 和歌⼭⼤学
昼⾷

3 12:30〜13:30 防災⼠に期待される活動 早稲⽥眞廣 ⽇本防災⼠会和歌⼭県⽀部⻑

4 13:40〜14:40 気象災害・⾵⽔害 江種伸之 和歌⼭⼤学

5 14:50〜15:50 ⼟砂災害 江種伸之 和歌⼭⼤学

6 16:00〜17:00 災害情報の活⽤と発信 塚⽥晃司 和歌⼭⼤学

17:00〜17:10 事務連絡
9:00 受付
9:15〜9:30 オリエンテーション

1 此松昌彦・ 和歌⼭⼤学
2 宮定 章

昼⾷

3 12:30〜13:30 耐震診断と補強 平⽥隆⾏ 和歌⼭⼤学

4 13:40〜14:40 ⾃主防災活動と地区防災計画 宮定 章 和歌⼭⼤学

5 14:50〜15:50 ⾏政の災害対策と危機管理 ⽚家康裕
和歌⼭⼤学客員教員（和歌⼭県
危機管理局災害対策課）

6 16:00〜17:00 災害ボランティア活動 南出 考 和歌⼭県社会福祉協議会

17:20〜18:20 防災⼠資格取得試験

1⽇⽬
(3⽉6⽇)

2⽇⽬
(3⽉7⽇)

9:30〜11:40
防災⼠が⾏う各種訓練(講義と演習)
被害想定・ハザードマップと避難、
DIGを含む実践型演習
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STEP2 養成講座の終了に引き続き、大学内で資格取得試験（図 1の ２ ）を実施します。 

NPO 法人日本防災士機構の資格取得試験（3 月 7 日（火）17:20～） 

試験時間 50 分。3択式 30 問出題。80%（24 問）以上の正答で合格。 

不合格者や病気などで受験できなかった受講生は無料で再試験が可能。翌年度の試験か、近隣地域での

防災士試験会場へ出向き受験。 

合否結果は日本防災士機構から本人に通知が届きます。 

 

STEP3 救急救命講習（図 1の ３ ）は、認証登録(STEP4)までに修了すること。 

過去 5年以内かつ発行団体の有効期限以内の修了証を提示してください。（対象となる救急救命講習等は

別紙一覧を参照）有効な救急救命講習修了証をお持ちでない場合は、皆さんの近くの消防署や日赤など

でも受講可能です。別途、大学でも希望者に対して開催する予定です（日程：3月 8日（水）予定）。 

救急救命講習は以下のことを学びます 

〇応急手当の基礎知識 

〇心配蘇生法、AED の操作方法、大出血時の止血法、疾病者管理法、けが・骨折の応急手当、運搬法

など 

 

STEP4 防災士認証登録申請（図 1の ４ ）は、各自で個別におこなっていただきます。 

防災士認証登録方法は、資格試験の合格者に日本防災士機構から直接ご案内が届きます。登録手続きは

各自で個別におこなっていただきます。（認証登録料 5,000 円が必要） 

NPO 法人日本防災士機構では所定の手続きで毎月ごとに認証しており、登録が完了すると、「防災士認

証状（A４版賞状形式）」と「防災士証（カード形式）」が発行されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

３.認証登録されるまでに必要な費用 

防災士教本テキスト代(3,500 円)+試験料(3,000 円)は、所定の口座へ申込み時に振り込んでいただきます。 

資格試験合格後、各個人の登録申請時（上記 STEP4）に、別途、認証登録料(5,000 円)が必要になります。 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

不明な点など問い合わせ先 和歌山大学災害科学・レジリエンス共創センター 防災士養成講座担当 

電話：073-457-7558   メール：bousaishi@ml.wakayama-u.ac.jp 

学内場所：東３号館 南棟１階 106 室 紀伊半島価値共創基幹事務室 

https://www.wakayama-u.ac.jp/region/about/access.html 

 

 

参考ホームページ 日本防災士機構 https://bousaisi.jp 

日本防災士機構より 防災士として個人情報の開示について 

防災士は「自助」「共助」「協働」を基本原則として定めています。 

従って、災害時はもとより平時においても防災関係行政機関及び日本防災士会と協働して活動

することが極めて重要との方針から、日本防災士機構は自治体および消防等の公的機関、及び日

本防災士会から要請がある場合に限定して、個人情報の目的外使用を行わないこと確認した上

で、その管理義務を条件に、管轄内居住防災士の氏名・住所等を通知することとしています。 



防災士養成講座 募集要項 

 
 
 

5

 


